
 
 

第２章 健康福祉指導課 

 

１ 地域福祉の推進 

高齢化や未婚率の上昇による単身世帯の増加傾向が続き、家族内の問題解決力が低下している。また、

世帯の中で複数の生活課題を持つケースの増加や、問題を抱えているが公的制度の受給要件を満たさない

場合の支援の在り方など、地域における課題は複雑化、多様化してきている。 

これまでの制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域

の多様な主体が、当事者の課題を「我が事」として捉え、世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域社会を創っていくことが必要である。 

  そこで、「互いに支え合い、安心して暮らせる地域社会」の構築を目指し、市町村等とともに地域課題 

の解決を支援していく。 

 

（１）推進組織「地域福祉フォーラム」の設置支援 

地域住民一人ひとりが地域福祉の主役として、活力をもってそれぞれの役割を担うために、従来の  

枠組みを超えた多様な分野の関係者・団体がネットワークを構築し、地域福祉（地域社会づくり）の   

あり方や具体的取り組みを話し合う場である「地域福祉フォーラム」の設置を支援している。 

 

（２）住民参加の促進に関する支援 

社会福祉協議会、ボランティア連絡協議会等が行うボランティアリーダーの養成､ボランティア   

グループの組織化等を支援するとともに、いつでも誰でも、ボランティア活動に参加できる体制を整備

し、地域に眠るボランティアニーズを掘り起こし､ボランティアと結びつけることで地域における福祉 

社会の形成に努めている。 

県内市町村社会福祉協議会に登録されているボランティア数の推移 

年 月 28．3 29．3 30．3 31．3 R2.3 R3.3 

グループ 

（団体数） 

80,354 

(3,221) 

82,183 

(3,418) 

80,417 

(3,395) 

80,920 

(3,420) 

82,159 

(3,374) 

71,039 

(3,198) 

個 人 13,339 12,869 11,841 11,029 11,335 9,811 

計 93,693 95,052 92,258 91,949 93,494 80,850 



 
 

（３）福祉教育の推進に関する支援 

児童・生徒の福祉意識の醸成、福祉活動の普及・促進を図るため、県下の小・中・高校を福祉教育    

推進校として指定し、学校の創意工夫による自主的な福祉実践活動の支援、及び近隣の学校や地域の  

福祉教育推進団体等と連携した地域の実情に合わせた福祉教育の支援をしている。 

 

福祉教育推進校の指定 

       年度 

区分 

昭和 52年～

令和元年度 

指定期間中の推進校 
合 計 

2年度 3年度 4年度 小 計 

小学校 

公 359 9 10 9 28 387 

私 12 1 1 1 3 15 

小計 371 10 11 10 31 402 

中学校 

公 292 6 5 5 16 308 

私 27 1 1 1 3 30 

小計 319 7 6 6 19 338 

高等学校 

公 110 5 5 5 15 125 

私 64 1 1 1 3 67 

小計 174 6 6 6 18 192 

合   計 864 23 23 22 68 932 

※ 指定開始年度は、小学校が昭和59年度、中･高等学校が昭和52年度からである。 

 

２ 中核地域生活支援センター 
（１）事業の目的 

子ども、障害者、高齢者等誰もが、ありのままにその人らしく、地域で暮らすことができる地域社会

を実現するために、２４時間３６５日体制で、制度の狭間にある人や複合的な課題を抱えた人等の地域

で生きづらさを抱えた人に対して、分野横断的に幅広く受け止めて、包括的な相談支援・関係機関のコ

ーディネート・権利擁護・市町村等のバックアップ等の広域的、高度専門性をもった寄り添い支援を行

う。 
 
（２）事業内容 

ア 包括的相談支援事業 

制度の狭間にある人、複合的な課題を抱えた人、制度や社会の変化から生じる新たな課題により生

活不安を抱えた人及び広域的な調整が必要な人等、地域で生きづらさを抱えた人を分野横断的に幅広

く受け止めて、相談支援を行う。 

相談等に当たっては、潜在的な対象者の積極的な把握に努めるとともに、相談者のみならず、その

家族等も含めて課題の把握に努め、相談者に対する支援計画等を策定し、家庭や関係機関を訪問する

等のさまざまな方法により、相談者に必要な支援が提供されるように援助、調整等を行う。 

イ 地域総合コーディネート事業 

 利用者に必要な支援を提供するため、行政をはじめとする公的機関、福祉・医療・司法・教育等の

各分野の支援者や支援機関、当事者グループなどの関係者や関係機関を調整するとともに、互いのネ

ットワークの強化を図る。 

また個別支援における課題を地域の課題として取り上げ、関係機関や関係者と問題意識を共有する。

必要な場合は、新たなサービスや社会資源の創出を促進して、誰もが安心して生活できる地域づくり

に努める。 



 
 

ウ 市町村等バックアップ事業 

市町村や各相談支援機関が相談事例に対応するにあたって、市町村等からの求めに応じて、専門的

かつ多面的な視点に立った助言等の支援を行う。 

また、市町村が地域住民からの福祉全般にわたる相談をワンストップで受け、支援につなげていく

重層的支援体制を構築できるよう、市町村職員向けの研修等を実施する。 

エ 権利擁護事業 

表面化している権利侵害のみならず、本人や家族等が認識していない権利侵害や権利を有しながら

も必要な支援を受けられていない場合についても、積極的な把握に努める。 

対応にあたっては、相談者の立場に立って、関係機関や関係者との円滑な連携のもとに、権利侵害

の解消、本人や家族のケア、再発防止策の策定及び各種制度の活用等により、本人や家族が地域で尊

厳のある生活を送ることができるように努める。 

オ 校内居場所づくり事業 

    貧困や家庭環境など様々な原因により困難な状況にある子どもを早期に発見し、福祉的な支援に繋 

げていくため、福祉団体等と連携して高等学校内に気軽に相談できる居場所を作る。 
 
（３）人員体制 

ア 地域総合コーディネーター１名（常勤） 
    事業を総括する業務を行い、支援困難事例への対応、コーディネーターや補助的な職員への指導・

育成、社会資源の開拓・連携の取組等を適切に行うことができる者 

    従事者は以下の（ア）から（ウ）のいずれかの要件を満たす者に限る。 

(ア) 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野におけ 

る業務に１年以上従事している者であり、かつ、中核地域生活支援センター事業その他の相

談支援業務に３年以上従事している者 

(イ） 中核地域生活支援センター事業その他の相談支援業務に５年以上従事している者 

(ウ)  その他、これらに類するものとして知事が認めた者 

イ コーディネーター１名若しくは２名（常勤） 
福祉に関する相談に関する経験及び各種支援制度の実務について知識があり、相談者が抱える多種

多様な課題に対して、広く相談対応し、関係者や関係機関と連携して適切に支援することができる者 
ウ その他職員を２名（嘱託等） 

  



 
 

（４）所在地等                            （令和 5年 4月 1日現在）                                 

圏域 
名 称 

（法人名） 
所在地 電 話 

習志野 

まるっと 習志野市津田沼５－２－

２２ 

ヴィラ習志野３０１号室 

047－409－6161 
(労働者協同組合ワーカーズコープちば) 

市川 
くらっち 浦安市北栄１－１６－３

０ レドンドビル３０３ 
047-318-9551 

(社会福祉法人千楽) 

松戸 
ほっとねっと 松戸市新松戸３－１５ 

ＫＳ１２ビル１－Ａ 
047－309－7677 

(医療法人財団はるたか会) 

野田 
のだネット 

野田市尾崎８４０－３２ 04－7127－5366 
(社会福祉法人いちいの会) 

印旛 
すけっと 佐倉市王子台４－２８－

１２ Ｔ・第一ビル２階 
043－308－6325 

(社会福祉法人生活クラブ) 

香取 
香取 CCC 香取市佐原イ７２０番地

６パールコートＤ号室 
0478－50－1919 

(社会福祉法人福祉楽団) 

海匝 
海匝ネットワーク 

旭市ロの８３８ 0479－60－2578 
(社会福祉法人ロザリオの聖母会) 

山武 
さんネット 

山武市津辺１７１－１ 0475－77－7531 
(NPO法人リンク) 

長生 
長生ひなた 

茂原市長尾２６９４ 0475－22－7859 
(NPO法人長生夷隅地域のくらしを支える会) 

夷隅 
夷隅ひなた 

(NPO法人長生夷隅地域のくらしを支える会) 

いすみ市大原８９２７－

２ 
0470－60－9123 

安房 
ひだまり 

館山市山本１１５５ 0470－28－5667 
(社会福祉法人太陽会) 

君津 

君津ふくしネット 富津市青木２－１６－１

４  

ｱｰﾊﾞﾝｽﾓｰﾙ秋山101 号室 

0439－27－1482 
(社会福祉法人ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾐｯｼｮﾝのぞみ会) 

市原 
いちはら福祉ネット 市原市東国分寺台３－１

０－１５ 
0436－23－5300 

(社会福祉法人ききょう会) 

※ 千葉市、船橋市、柏市を除く健康福祉センターの所管区域（広域福祉圏域）ごとに設置 

 

（５）相談実績（平成16年 10月～令和4年 3月） 

H16～30年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 計 

1,162,901 件 

（27,753 件） 

78,851 件 

（2,494件） 

82,921 件 

（1,894件） 

80,123 件 

（1,230件） 

1,404,796 件 

（33,371 件） 

※ 平成16年度は10月～3月の件数。 

※ 平成16年度～19年度は14センター。平成20年度以降は13センター。 

※ （  ）内は夜間（21時～6時）の相談件数。 

 

 

 



 
 

３ 地域生活定着支援センター 

（１）事業の目的 

知的障害等がある矯正施設入所者の出所後の社会復帰を支援し、再犯の防止に資するため、対象者の

入所中から保護観察所と協働して、出所後、直ちに福祉サービス（障害者手帳の発給、年金受給、社会

福祉施設への入所等）へとつなげるための準備（コーディネート業務）等を行う。 
また、出所後は、対象者が地域で安定した生活を送るために、関係機関の調整を行う。（フォローア

ップ業務） 
 

（２）業務内容 
ア コーディネート業務 

保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設入所者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの

内容の確認等を行い、受入先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等を行う。 
イ フォローアップ業務 

上記のあっせんにより、矯正施設から退所した後、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言等

を行う。 
ウ 相談支援業務 

矯正施設から出所した者の福祉サービスの利用に関して、本人又はその関係者からの相談に応じて、

助言その他必要な支援を行う。 
 
（３）概 要 

ア 設置時期：平成２２年１０月１日 
イ 委託先（令和３年度）：特定非営利活動法人生活サポート千葉 
ウ 職員体制：センター長（常勤１名）、常勤職員２名、補助的職員１名、非常勤職員１名 

 

（４）事業実績（平成22年 10月 1日から令和4年 3月 31日まで） 

 H22～30年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 計 

コーディネート業務 
231 件 

（221 件） 

30 件 

（26件） 

55 件 

（50件） 

37 件 

（36件） 

 353 件 

（333 件） 

フォローアップ業務 
180 件 

（147 件） 

28 件 

（40件） 

45 件 

（54件） 

32 件 

（41件） 

285 件 

（282 件） 

相談支援業務 
330 件 

（319 件） 

87 件 

（93件） 

182 件 

（178 件） 

117 件 

（108 件） 

716 件 

（698 件） 

※ （  ）内は年度内終了件数。 

 

４ 社会福祉推進体制の強化 

（１）社会福祉団体の育成 

ア 社会福祉協議会の育成強化 

地域住民の社会福祉に対する理解と関心を深め、各種の社会福祉関係団体、施設等の連絡調整を  

図ることにより、地域福祉の推進を図ることを目的とした民間の自主的組織として、社会福祉協議会

が設けられている。 

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会の自主的活動を促進するための連絡・

助言、県内社会福祉関係団体の行う福祉活動の連絡・調整、社会福祉に関する調査・研究・普及事業

及び生活福祉資金等各種貸付事業等の事業を営んでいるが、県ではその活動強化・組織体制整備の  



 
 

ための支援を行っている。 

イ 社会福祉関係団体の充実強化 

次の社会福祉関係団体に対し、運営費の助成等を行い、その充実強化を図っている。 

団    体    名 主    要    事    業 

(更生保護法人) 千葉県更生保護助成協会 

 

 

（公財）千葉県民生委員児童委員協議会 

 

保護司の保護観察活動への助成及び保護司

の指導訓練等の事業 

 

民生委員・児童委員の自主活動の推進 

ウ 社会福祉事業振興資金の貸付 

民間社会福祉事業の振興育成の一環として、県が貸し付けた資金を原資に社会福祉法人千葉県社会

福祉協議会が千葉県社会福祉事業振興資金を設置し、社会福祉法人、公益法人が設置運営する社会  

福祉施設の整備に必要な資金を低利で融資するものである。 

（ア）貸付限度額  １施設８，０００千円以内 

（運営委員会で特に必要と認めた場合はこれを超えて貸し付けられる） 

（イ）償 還 期 限  融資額２，０００千円まで５年、４００千円を増すごとに１年を加える。 

（ウ）貸付利率等  年３％  

（エ）償 還 方 法  年賦 

オ）貸付け実績  令和２年度  ０件      ０千円 

令和３年度  ０件      ０千円 

令和４年度  ０件      ０千円 

 

（２）民生委員制度の運営 

民生委員法により、「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援

助を行い、もって社会福祉の増進に努める」ことを本務とする民生委員は、県下各市町村に令和５年４

月１日現在６，０７４名（権限移譲されている千葉市・船橋市・柏市に置かれた民生委員を除く）が配

置され、地域住民のための自主活動を行うほか行政等の協力者として活躍している。 

県では、民生委員制度の運営と民生委員活動の強化のため民生委員審査専門分科会の設置運営、   

市町村民生委員推薦会、法定単位民生委員協議会への運営費補助、民生委員活動費の支給、各種研修の

実施の他、功績の著しい民生委員に対し顕彰を実施している。 

ア 民生委員審査専門分科会 

社会福祉法に基づき千葉県社会福祉審議会内に設置され、厚生労働大臣に対して知事が行う委嘱 

推薦等に先立ち審査を行う附属機関で、審議会の委員は知事が委嘱している。 

イ 民生委員推薦会 

民生委員法に基づき民生委員の候補者を県に推薦するため市町村に設置されている組織で、推薦会

の委員は市町村長が委嘱している。 

ウ 法定単位民生委員協議会 

民生委員法に基づき市町村の一定区域ごとに設置され、民生委員を会長とし、民生委員で構成   

されている組織で、以下の事務等を行っている（千葉市・船橋市・柏市を除き令和５年４月１日現在

２８５箇所）。 

（ア）民生委員の担当区域等の決定 

（イ）民生委員の職務に関する連絡調整 

（ウ）関係行政機関との連絡 

（エ）情報収集 



 
 

（オ）民生委員の互助共励、研修 

エ 民生委員研修 

民生委員の資質向上を図るため、（公財）千葉県民生委員児童委員協議会に委託して、民生委員   

協議会会長研修、中堅研修、新任研修、事例検討研修の４種に区分して研修を行っている。 

 

（３）共同募金 

共同募金運動は、「国民たすけあい」の精神を基調とした地域社会の自主的活動によって、民間社会  

福祉事業を推進するための財源を造成しようとする全国民的運動である。 

この運動は、千葉県共同募金会が実施主体となり実施されている。 

共同募金は一般募金と歳末たすけあい募金に大別され、これらの県民の尊い浄財は、民間社会福祉  

活動の財源造成に大きな役割を果たしている。 

県では、庁舎内の募金箱設置や広報等による協力をしている。 

 

（４）千葉県社会福祉・医療施設整備等推進基金 

社会福祉施設及び医療施設の整備の資金に充てるため、昭和６２年度に「千葉県社会福祉・医療施設

整備基金」を設立した。さらに、名称を「千葉県社会福祉・医療施設整備等推進基金」に改めるなど    

設置条例の一部改正を行い（平成３年４月施行）、基金の果実により高齢者の保健の向上及び福祉の増

進を図ることも目的としている。 

令和４年度末現在 基金残高 ２，１５３，９８５千円 

 

（５）千葉県社会福祉センターの整備 

千葉県社会福祉センターは、昭和４９年の開設以来、県内の福祉団体による様々な福祉活動やボラン

ティア活動への支援などが行われ、本県の社会福祉の推進に大きな役割を果たしている。 

また、少子高齢化の進展等、昨今の社会状況の変化に対応するため、同センターには、県民の地域福

祉活動の推進や福祉人材の養成・確保、災害時の福祉的支援の拠点としての機能の強化が必要となって

いる。 

一方、同センターの建物は、老朽化が著しく、耐震診断の結果も一般的に必要とされる耐震性能を大

きく下回る状況となっており、同センターの建物の再整備は、喫緊の課題となっている。 

このため、今後もさらなる県民福祉の増進を図る拠点施設として、新たな社会福祉センターを県が主

体となって整備する。 

 

（６）再犯防止に向けた更生支援推進事業 

   令和３年度に「千葉県再犯防止推進計画」を策定し、犯罪をした人等が、出所後に社会的な孤立に陥

り、犯罪を繰り返すことのないよう、矯正施設に入所中から住居や就労、保健福祉等の支援ニーズを把

握し、関係機関で構成するケース会議を通じて、出所後の社会復帰や生活再建に向けた支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

５ 福祉の人材養成・確保 

（１）社会福祉関係研修 

高度化、多様化する県民の福祉ニーズに的確に対応していくためには、社会福祉専門職員の 

資質の向上を図ることが必要である。このため、行政職員･施設職員･訪問介護員等を対象とした 

各種研修を実施している。 

 

  社会福祉関係研修実施状況（令和４年度）  

研  修  名 対    象 修了人員 

社会福祉行政職員研修（13課程） 県･市･町･村において社会福祉にたずさわる職員 １，００４ 

認知症介護基礎研修 認知症高齢者を直接介護する実務者 ３４ 

認知症介護実践研修（実践者研修）        〃 １４４ 

認知症介護実践研修（実践リーダー研修） 〃 ３８ 

認知症対応型サービス事業管理者等研修 グループホーム等の管理者になる予定の者 １１７ 

ユニットケア研修（ﾕﾆｯﾄｹｱ施設管理者研修） ユニットケア施設の管理者 １３ 

ユニットケア研修（ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ研修） ユニットケア施設のユニットリーダーとなる者 ８１ 

コミュニティソーシャルワーカー育成研修 社会福祉協議会や中核地域生活支援センターの職員等 ２５４ 

           計 １，０７４ 

 

（２）福祉人材センター運営事業 

福祉人材センターは、地域での福祉サービスに対する理解を深め、新たな福祉人材の育成及び就労の

機会の提供及びこれらの総合的な啓発･広報事業を行い、福祉人材の確保を図るものとする。 

令和４年度の事業実施状況等は次のとおりである。 

なお、事業の実施については、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会に委託している。 

ア 啓発・広報事業（ポスター及び各種啓発用パンフレットの作成・配布） 

イ 講習会の実施 

（ア）福祉のしごと就職ガイダンス（４回、参加者６４人） 

（イ）福祉のしごとセミナー（WEB開催、参加者１８人） 

ウ 福祉職場就職説明会 

（ア）福祉のしごと就職フェア・inちば（５回、参加施設１６８施設、参加求職者４７１） 

（イ）大学等への出張福祉職場説明・相談会（延べ１６回） 

エ 福祉人材バンク事業 

・求職登録者数 ３２４人・求人登録者数 １，４７６人・紹介件数 ９０人 

・紹介就職件数 ５５人・相談件数 ２，５９６人 

オ 社会福祉施設の人材確保相談事業（訪問相談件数 １１法人及び事業所等） 

 

（３）介護福祉士修学資金等貸付事業 

地域の福祉・介護人材の育成及び確保並びに定着を支援することを目的に、福祉の専門職である社会

福祉士及び介護福祉士の資格取得を目指す学生に対し修学資金並びに介護職としての一定の知識及び 

経験を有する者に対し再就職準備金を貸し付けている。 

平成２８年度からは、不足する福祉・介護分野における人材の確保を推進するため、事業の拡充を  

行った。 

（平成２８年度以降の新規貸付） 

ア 貸付主体   （福）千葉県社会福祉協議会 



 
 

イ 内 容 

（ア）介護福祉士及び社会福祉士修学資金 

・貸付金額   月額５０，０００円、入学準備金２００，０００円、就職準備金２００，０００円 

        国家試験受験対策費用４０，０００円（介護福祉士のみ。平成２９年度以降の卒業 

見込者に限る。） 

生活費加算４．２万円程度（生活保護受給者及びこれに準ずる経済状況の者に限る。） 

・貸付金の利子 無利子 

・貸付期間   養成施設の正規の修学期間内 

・返還方法   月賦又は半年賦の均等払もしくは一括払 

・返還免除   千葉県内の社会福祉施設等で、引き続き５年間社会福祉士又は介護福祉士の業務に 

従事した場合は、資金の返還が免除される。 

（イ）介護福祉士実務者研修受講資金 

・貸付金額   ２００，０００円 

・貸付金の利子 無利子 

・貸付期間   養成施設の正規の修学期間内 

・返還方法   月賦又は半年賦の均等払もしくは一括払 

・返還免除   千葉県内の社会福祉施設等で、引き続き２年間介護福祉士の業務に従事した場合は、

資金の返還が免除される。 

（ウ）離職した介護人材の再就職準備金 

・貸付金額   ４００，０００円 

・貸付金の利子 無利子 

・貸付回数   一人当たり一回限り 

・返還方法   月賦又は半年賦の均等払もしくは一括払 

・返還免除   千葉県内の社会福祉施設等で、引き続き２年間介護職員等の業務に従事した場合は、

資金の返還が免除される。 

（エ）福祉系高校修学資金 

・貸付金額   修学準備金３０，０００円、介護実習費３０，０００円（１年度あたり）、国家試

験受験対策費用４０，０００円（１年度あたり）、就職準備金２００，０００円 

・貸付金の利子 無利子 

・貸付期間   福祉系高校の正規の修学期間 

・返還方法   月賦又は半年賦の均等払もしくは一括払 

・返還免除   千葉県内の社会福祉施設等で、引き続き３年間介護福祉士の業務に従事した場合は、

資金の返還が免除される。 

  （オ）介護分野就職支援金 

・貸付金額   ２００，０００円 

・貸付金の利子 無利子 

・貸付回数   一人当たり一回限り 

・返還方法   月賦又は半年賦の均等払もしくは一括払 

・返還免除   千葉県内の社会福祉施設等で、引き続き２年間介護職員等の業務に従事した場合は、

資金の返還が免除される。 

  （カ）障害福祉分野就職支援金 

・貸付金額   ２００，０００円 

・貸付金の利子 無利子 

・貸付回数   一人当たり一回限り 



 
 

・返還方法   月賦又は半年賦の均等払もしくは一括払 

・返還免除   障害福祉サービスを提供する事業所等で、引き続き２年間障害福祉職員の業務に従

事した場合は、資金の返還が免除される。 

ウ 貸付実績   平成３０年度  介護福祉士 １０３名  社会福祉士  ２１名 

                   実務者研修 ３３６名  再就職準備金 １０名 

           令和元年度   介護福祉士 １２２名  社会福祉士  １６名 

                   実務者研修 ２９４名  再就職準備金 １０名 

令和２年度   介護福祉士 １８１名  社会福祉士  ２９名 

                 実務者研修 ３２５名  再就職準備金 ３４名 

令和３年度   介護福祉士 １８２名  社会福祉士 ３２名 

                 実務者研修 ３０１名  再就職準備金 ２４名 

福祉系高校修学資金 ２２名 介護分野就職支援金 ５名 

障害福祉分野就職支援金 ４名 

 

（４）介護人材確保対策事業 

ア 介護人材就業促進事業 

介護福祉に対する理解や認識を深めてもらうためのイメージアップを図るとともに、福祉・介護の

仕事に関心のある方に、職場体験の機会を提供する。 

また、小～大学生、高齢者や主婦等の一般の方を対象に、福祉・介護の仕事の大切さと魅力を    

伝えるための福祉・介護体験やセミナー等を実施する市町村、事業者等を支援する。 

イ 就業促進のための研修支援事業 

介護業界への就業を希望する多様な人材や初任段階における介護職員が質の高い介護サービス提供

の担い手となるよう、初任者研修、実務者研修、介護福祉士受験対策講座等、就業促進のための研修

等に要する経費に対し助成する市町村を支援する。また、市町村が上記研修等を実施した場合（委託

を含む）に係る経費に対しても補助する。 

ウ 潜在有資格者等再就業促進事業 

介護福祉士等の福祉・介護分野への再就業が進むよう、介護サービスの知識や技術等を再確認する

ための研修、マッチング段階における職場体験、及び所在情報の把握等を実施する市町村、事業者等

を支援する。 

エ 介護人材マッチング機能強化事業 

地域ごとに合同面接会等を実施する市町村、事業者等を支援する。 

また、福祉人材センターにキャリア支援専門員を配置し、事業所等における求人ニーズの把握や  

就職相談、就職説明会等を行う。 

オ 介護人材キャリアアップ研修支援事業 

介護人材の就労年数や職域階層等に応じたスキルアップ等を促進するための研修等を実施する市町

村、事業者等を支援する。 

カ メンタルヘルスサポート事業 

福祉人材センターに人材定着アドバイザーを配置し、就労間もない介護職員等に対し巡回相談を 

行うとともに、事業者に介護職員定着のためのアドバイスを行う。 

キ 介護福祉士実務者研修に係る代替職員の確保事業 

介護職員が介護福祉士試験の受験要件となる実務者研修を受講する際、事業者に対して研修受講日

に代替職員を確保するための費用を支援する。 

ク 介護事業所内保育施設運営支援事業 

介護施設・事業所における保育施設等の運営経費を助成する市町村を支援する。 



 
 

ケ 期待しています！シニア人材事業 

  シニアの方に介護の仕事に就業してもらうことを目的に、５０歳以上の方を対象として、介護職員

初任者研修、職場体験、介護事業所等とのマッチング支援等を実施することにより、シニア世代の就

業支援を行う。 

  コ 介護の未来案内人事業 

    県内の介護施設に勤務する若手介護職員を「介護の未来案内人」として委嘱し、介護職の「魅力」

や「やりがい」を発信することにより、介護職に対する社会的な理解を促進するともに、若手人材を

中心とした介護分野への就業を促進する。 

  サ 介護に関する入門的研修事業 

   介護職未経験者を対象に、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができ

るような入門的研修、職場体験、介護事業所等とのマッチング支援を実施することにより、多様な人

材の参入の促進を図る。 

シ 外国人介護人材就業促進事業  

   「千葉県留学生受入プログラム」により、介護分野への就業を目指すベトナム人留学生を支援する。

また、令和元年７月に開設した外国人介護人材支援センターにおいては、外国人介護職員及び事業者

を対象に、相談支援を行うほか、交流会や制度説明会等を実施する。 

   このほか、外国人介護福祉士候補者（ＥＰＡ）や外国人技能実習生の日本語学習等の費用を負担す

る事業者への支援も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

６ 各種表彰 

（１）千葉県社会奉仕賞 

県の区域内において、「長年にわたって、社会的な奉仕活動を続け、その功績が顕著であり、将来も

その活動を継続すると認められる個人及び団体」を知事表彰し、その功績に報いるとともに、社会奉仕

の精神の高揚を図ることを目的として、千葉県社会奉仕賞が定められている。 

令和４年度は､個人２名及び８団体を表彰した。          

（２）社会福祉事業功労者等に対する知事表彰 

「民生（児童）委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、訪問介護員（ホームヘルパー）、社会

福祉施設職員（県保育士賞の対象となる者及び県職員（派遣職員を含む。）を除く。）又は社会福祉事

業団体役職員として多年にわたりその職務に精励し､かつ､その功績が特に顕著であると認められる者、

障害者であって、よく、その障害を克服し､現在自立更生して他の障害者の模範となる者及び地縁に基づ

いて形成された団体の役員であって永年地域活動を率先して行っており、その功績が特に顕著である者」

を表彰し、その功績に報いるとともに、関係者の意欲の高揚を図っている。 

令和３年度は、個人２１名を表彰した。 

 

ア 民生（児童）委員 

イ 身体障害者相談員 

ウ 知的障害者相談員 

エ 訪問介護員（ホームヘルパー） 

オ 社会福祉施設職員及び社会福祉事業団体役職員 

カ 自立更生者 

キ 地域福祉活動功労者 

 

（３）共同募金運動奉仕者等に対する知事表彰 

多年にわたり千葉県内における共同募金運動の発展のために尽くされた個人及び団体に対し、その 

功績に報いるとともに関係者の意欲の高揚を図ることを目的として知事表彰を行っている。 

以前は５年に一度の特別表彰として実施してきたが、平成２４年度からは「共同募金運動奉仕者等に  

対する知事表彰取扱要領」を制定し、毎年度実施している。令和４年度は個人１名、団体１団体を表彰

した。 

 

７ 福祉のまちづくり推進 

日常生活や社会生活における様々なバリアを取り除き、高齢者や障害者等を含め、だれもが安心して 

暮らせる社会を実現するため、「千葉県福祉のまちづくり条例」を平成８年３月に制定し、福祉のまち   

づくりを積極的に推進している。平成２６年１２月に法令等の規定との矛盾を解消し、社会状況の変化に

対応した整備基準とするため、施行規則の一部を改正した。 

具体的には、本条例に基づき、施設の新設又は改修の際に用途や規模に応じて届出等を義務付け、整備

基準を満たした施設に対しては適合証の交付を行うほか、県有施設の整備改善に努めている。 

また、「ちばバリアフリーマップ」を県庁ホームページに掲載し、施設のバリアフリー情報を提供する 

ほか、パンフレットの配布等により、福祉のまちづくりの広報・啓発に努めている。 

（１）千葉県福祉のまちづくり条例に基づく新設建築物等の届出等 

・届出等件数    １１，１７４件（令和３年度まで） 

・適合証交付件数    １，３７８件（令和３年度まで） 

 

 



 
 

（２）福祉のまちづくりの広報・啓発 

・ちばバリアフリーマップによる情報提供 

多くの人が利用する県内の施設の駐車場やトイレ等のバリアフリー情報を提供する。 

・ホームページ、パンフレット等による広報啓発 

福祉のまちづくり条例の整備基準を解説した「施設整備マニュアル」により普及啓発を行う。 

車椅子使用者用駐車場の適正利用のために啓発ポスター・チラシの配布を行うとともに、駐車場管

理者向けの「障害者等用駐車区画の適正利用に向けた対策事例集」を配布する。 

 

８ 社会福祉法人等の指導監査 

社会福祉法人、社会福祉施設等に対する指導監査等は、法人や施設・事業所等の適正かつ円滑な運営の

確保を図るため、国の法令や県の条例等に基づき行われる。平成１６年度からは､県内５ヶ所の健康福祉 

センター（保健所）に監査指導課を設置し､実施している。 

指導監査等の類型及び所管課は次のとおりに分類される。 

・社会福祉法人への指導監査 

（所管法人に応じて健康福祉指導課、児童家庭課、子育て支援課、高齢者福祉課、障害福祉事業課） 

・社会福祉施設（第一種社会福祉事業を経営する入所施設）に対する指導監査 

    保護施設：健康福祉指導課 

老人福祉施設：高齢者福祉課 

児童福祉施設：児童家庭課、障害福祉事業課 

婦人保護施設：児童家庭課 

指定障害者支援施設：障害福祉事業課 

・保育所に対する実地指導（子育て支援課） 

・幼保連携型認定こども園に対する実地指導（子育て支援課） 

・認可外保育施設に対する実地指導（子育て支援課） 

・有料老人ホームに対する立入検査（高齢者福祉課） 

・介護保険指定事業所に対する実地指導（高齢者福祉課） 

・指定障害福祉サービス事業所に対する実地指導（障害福祉事業課） 

・指定障害児通所支援事業所に対する実地指導（障害福祉事業課） 

・指定児童発達支援センターに対する実地指導（障害福祉事業課） 

・指定一般相談支援事業所に対する実地指導（障害福祉事業課） 

なお、令和４年度は、特に次の事項を主眼項目として指導監査を実施した。 

 

（１）社会福祉法人及び社会福祉施設 

ア 社会福祉法に基づく法人の適正な運営 

イ 適切な入所者処遇の確保 

ウ 感染症や防災対策の充実強化 

 

（２）保育所 

ア 職員配置及び設備に関する基準の遵守 

イ 適切な児童の処遇の確保 

・児童虐待の早期発見・防止 

・苦情処理体制の充実強化と対応 

・衛生管理等の徹底 

・安全対策の徹底 



 
 

・適切な事故対応の徹底 

 ウ 適切な会計処理の実施 

エ 防災対策の充実強化 

 

（３）幼保連携型認定こども園 

ア 職員配置及び設備に関する基準の遵守 

イ 適切な児童の処遇の確保 

・児童虐待の早期発見・防止 

・苦情処理体制の充実強化と対応 

・衛生管理等の徹底 

・安全対策の徹底 

・適切な事故対応の徹底 

  ウ 適切な会計処理の実施 

エ 防災対策の充実強化 

 

（４）認可外保育施設 

ア 保育従事者の適正配置の確保 

イ 児童等の安全対策の徹底 

  ・健康管理 

  ・児童虐待の早期発見・防止 

・苦情処理体制の充実強化と対応 

・衛生管理等の徹底 

  ・安全対策の徹底 

  ・適切な事故対応の徹底 

ウ 利用者への情報提供の適正化 

  エ 防災対策の充実強化 

 

（５）有料老人ホーム 

ア 設置基準を満たさない施設 

イ 適切な入所者処遇の確保 

ウ 感染症や防災対策の充実強化 

 

（６）介護保険指定事業所 

ア 虐待防止及び身体拘束の防止 

イ 介護報酬請求の適正化 

ウ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の不正請求防止 

エ 通所介護事業所における宿泊サービスに係る届出等の遵守並びにガイドラインの規定に基づいた人 

  員、設備及び運営等の適正化 

オ 感染症や防災対策の充実強化 

 

（７）指定障害福祉サービス事業所 

ア 虐待防止及び身体拘束の防止 

イ 基準に定める職員の確保 

ウ 個別支援計画の策定等 



 
 

エ 適正な公費請求 

オ 工賃の支払・賃金 

カ 感染症や防災対策の充実強化 

 

（８）指定障害児通所支援事業所（指定児童発達支援センターを含む） 

ア 虐待防止及び身体拘束の防止 

イ 基準に定める職員の確保 

ウ 個別支援計画の策定等 

エ 適正な公費請求 

オ 情報提供・自己評価の公表 

カ 感染症や防災対策の充実強化 

 

（９）指定一般相談支援事業所 

ア 基準に定める職員の確保 

イ 個別支援計画の策定等 

ウ 適正な公費請求 

エ 虐待防止及び身体拘束の防止 

オ 感染症や防災対策の充実強化 

 

なお、令和４年度の実施計画及び令和３年度の実施状況は下表のとおりである。 

           区 分 

 

 種 別 

令和４年度 令和３年度 

対象数 

A 

計画数 

B 

計画率 

B/A 

対象数 

A 

計画数 

B 

計画率 

B/A 

実施数 

C 

実施率 

C/B 

法 

 

 

 

 

人 

社 会 福 祉 法 人 187  86  46.0 182 98 53.8 29 29.6 

（１）社会福祉協議会 17 11 64.7 17 11 64.7 4 36.4 

（２）施設を経営するもの 162  72  44.4 157 83 52.9 24 28.9 

   第一種経営 106  50  47.2 100 56 56.0 15 26.8 

   第二種経営 56  22  39.3 57 27 47.4 9 33.3 

(３)施設を経営しないもの 8  3  37.5 8 4 50.0 1 25.0 

児童福祉行政（市町村） 47  31  66.0 51 51 100.0 37 72.5 

計 234  117   50.0 233 149 63.9 66 44.3 

第

一

種

施

設 

保護施設 3 3 100.0 3 3 100.0 0 - 

老人福祉施設 431  264  61.3 434 227 52.3 84 37.0 

児童福祉施設 40 32 80.0 43 43 100.0 16 37.2 

内

訳 

指定障害児入所施設 13 12 92.3 16 16 100.0 3 18.8 

児童自立支援施設 1 1 100.0 1 1 100.0 0 - 

乳児院 6 5 83.3 6 6 100.0 2 33.3 

 
 

児童養護施設 17 11 64.7 17 17 100.0 10 58.8 

母子生活支援施設 2 2 100.0 2 2 100.0 0 - 

児童心理治療施設 1 1 100.0 1 1 100.0 1 100.0 

婦人保護施設 2 2 100.0 2 2 100.0 2 100.0 



 
 

指定障害者支援施設 66 47 71.2 72 72 100.0 32 44.4 

保育所 780 671 86.0 752 752 100.0 398 52.9 

幼保連携型認定こども園 88 76 86.4 85 85 100.0 47 55.3 

認可外保育施設 359 356 99.2 370 370 100.0 240 64.9 

有料老人ホーム 539 281 52.1 518 285 55.0 71 24.9 

 
うちサービス付き高齢者向け

住宅 
217 113 52.1 207 112 54.1 20 17.9 

介護保険指定事業所 5,502 1,039 18.9 5,186 1,045 20.2 271 25.9 

指定障害者福祉サービス事業所 2,996 566 18.9 2,806 790 28.2 202 25.6 

指定障害児通所支援事業所 1,008 238 23.6 813 327 40.2 107 32.7 

指定児童発達支援センター 26 23 88.5 26 26 100.0 3 11.5 

指定一般相談支援事業所 142 41 28.9 165 48 29.1 12 25.0 

計 11,982 3,639 30.4 11,275 4,075 36.1 1,485 36.4 

合    計 12,216 3,756 30.7 11,508 4,224 36.7 1,551 36.7 

介護保険指定事業所は介護老人保健施設を含む 

 

９ 福祉サービス第三者評価・介護サービス情報公表制度 

（１）福祉サービス第三者評価 

福祉サービス第三者評価は、社会福祉法第７８条の規定により、福祉サービスを提供する事業者が福

祉サービスの改善項目を明らかにして、サービスの質を高めるために、事業者が民間の第三者評価機関

（県が認証）との間の契約に基づき、実施するものである。 
この事業の実施に当たっては、評価に当たる評価調査員の研修や「千葉県福祉サービス第三者評価・

情報公表推進会議」を設置し、評価機関の認証基準、対象となる福祉サービスの評価基準・調査票など

の作成を行っている。 
なお、平成２４年度から「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」において社会的養護関係施設

（児童養護施設、乳児院等）の第三者評価の受審が義務付けられたが、これに係る評価機関の認証、   

評価に当たる評価調査員の養成研修、対象となる福祉サービスの評価基準・調査票などの作成について

は、社会福祉法人全国社会福祉協議会が行っている。 
（評価対象となる福祉サービス） 
・児童福祉サービス、障害福祉サービス、介護サービス及び地域密着型サービス等福祉サービス全般 
（評価を行う評価機関） 
・県が認証した評価機関数 民間法人 ２０法人（令和４年度末現在） 

（評価結果の公表） 
・評価結果は、独立行政法人福祉医療機構が運営するＷＡＭ ＮＥＴ（ワムネット）に掲載し公表して

いる。 
・評価結果公表数 １００事業所（令和４年６月３０日集計） 

 
（２）介護サービス情報公表 

介護サービス情報公表は、介護保険法第１１５条の３５の規定により、利用者のニーズに応じた情報

の提供を目的として実施するものであり、対象サービスを提供する事業者は、介護サービス情報の報告

が義務付けられている。 
（対象となる介護サービス） 
・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、 



 
 

通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、 
福祉用具貸与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、 
地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、居宅介護支援、

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、小規模多機能型居宅介護、 
認知症対応型共同生活介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、 
介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、 
介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、 
介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、 
介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 
複合型サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、介護医療院 

（公表を行う機関） 
・平成２１年４月から『千葉県介護サービス情報公表センター』で公表している。 

 

１０ 「健康福祉情報の森」の運営 

県民がインターネットを利用して、保健・医療・福祉にかかる各種情報を容易に入手できるよう   

ホームページ「健康福祉情報の森」を運営している。 

 

１１ 福祉施設等総合情報提供システム（ちば福祉ナビ）の運営 
県民が自らのニーズに応じて自らの判断で適切なサービスが利用できるよう、平成１５年度から   

インターネットを介して「千葉県福祉施設等総合情報提供システム」により、各種福祉施設等の運営  

状況や介護サービス等の情報を提供している。 
施設の基本情報については毎月更新し最新情報の提供に努めており、また、ちば情報マップとの連携

による地図情報や各施設から提供された詳細情報の掲載などについて充実を図っている。 
（１）掲載施設 

社会福祉施設及び在宅サービス事業所等 約１６，０００箇所 

 

（２）掲載内容 

事業所の名称、所在地、電話番号、提供するサービス及び地図情報等 

 

１２ 低所得者対策 

（１）生活保護制度の運営指導 

生活保護制度は、国民の最低生活保障の最終の拠り所としての役割を果たしている。 

生活に困窮する者が、その利用できる資産、能力、その他あらゆるもの及び他の法律に定める扶助を

保護に優先して受けた上で、なおかつ国で定めた最低限度の生活が営めない場合に保護の対象となり、

生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助のうち生活状態

に応じて、一つあるいは二つ以上の扶助が行われる。 

生活保護法の執行に当たって、市部については市福祉事務所、郡部については保健所（健康福祉セン

ター）が実施機関として担当している。 

ア 生活保護の動向 

本県の生活保護の状況をみると被保護世帯は令和３年度平均で５３,９４０世帯、前年度比２．６％

の増加である。（ただし千葉市６福祉事務所を除く） 

また、被保護人員は、昭和５４年度から昭和５８年度まで減少し、昭和５９年度は増加に転じたが

昭和６０年度以降は減少が続いた。しかしながら、平成５年度から増加傾向に転じ、令和３年度平均

では、前年度比０．８％増の６６,３３２人となり保護率は１２．５２‰となっている。 



 
 

その他、都市別状況、被保護世帯類型別動向及び保護費の推移等については別表のとおりである。

（表１～９） 

イ 実施機関に対する事務監査 

令和５年４月１日現在、県内には６保健所（健康福祉センター）と３６市３６福祉事務所の実施機

関が設置されており、県本庁は法の適正かつ円滑な実施が図られるように、各実施機関に対し年１回

の一般監査と必要に応じ特別監査等を実施している。（ただし千葉市６福祉事務所を除く） 

なお、令和４年度は、一般監査を３７実施機関、書面監査を３実施機関、特別監査を１実施機関及

び厚生労働省監査を２実施機関に対して実施した。 

ウ 指定医療機関に対する指導及び検査 

生活保護法による医療扶助のための医療を担当する指定医療機関に対して、医療扶助の適正かつ 

円滑な実施を図るため、特に入院患者の多い病院を重点に個別指導及び必要に応じて検査を実施して

いる。 

なお、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から指導を縮小し、３病院を対象

に実施した。 

 

 

（２）救護施設の運営指導 

保護施設である救護施設は、他法他施策による種別区分化が進むなかで、こうした専門施設の対象と

ならず、かつ身体上、又は精神上に著しい障害があるため独立して生活することが困難な要保護者を  

入所させて生活の場を与える施設である。 

したがって、入所者は身体障害者、知的障害者といった多種多様な障害をもつ要保護者で占められて

おり、主として単一の障害を有する者を対象とする他法による施設に比べ、入所者に対する処遇の   

難しい面がある。 

なお、県立救護施設である千葉県救護盲老人施設猿田荘及び千葉県松風園は、平成２８年４月に民間

移譲した。 

表１ 被保護世帯・被保護人員及び保護率の状況 

区分

 

年度 

被保護世帯 被保護人員 (パーミル) 

保護率 全県 

(世帯) 

全国 

（世帯） 

増加率(%) 全県 

（人） 

全国 

（人） 

増加率(%) 

本県 全国 本県 全国 本県 全国 

29 49,747 1,640,854 2.5 0.2 64,602 2,124,631 1.4 -1.0 12.2 16.8 

30 50,676 1,637,422 1.9 -0.2 65,159 2,096,838 0.9 -1.3 12.3 16.6 

元 51,593 1,635,724 1.8 -0.1 65,788 2,073,117 1.0 -1.1 12.4 16.4 

2 52,559 1,636,959 1.8 0.1 66,332 2,052,114 0.8 -1.0 12.5 16.3 

3 53,940 1,641,512 2.6 2.7 67,550 2,038,557 1.8 -0.6 12.8 16.2 

（注）千葉市を除く 

表２ 郡・市別被保護世帯・被保護人員及び保護率の状況 

区分

 

被保護世帯 被保護人員 保護率（‰） 

郡 市 県 郡 市 県 郡 市 県 

29 1,651 48,096 49,747 2,045 62,557 64,602 10.0 12.3 12.2 

30 1,679 48,997 50,676 2,065 63,094 65,159 10.2 12.4 12.3 

元 1,727 49,866 51,593 2,105 63,683 65,788 10.6 12.5 12.4 

2 1,732 50,827 52,559 2,083 64,249 66,332 10.6 12.5 12.4 

3 1,737 52,203 53,940 2,065 65,485 67,550 10.6 12.8 12.8 



 
 

（注）千葉市を除く 

表３ 被保護世帯類型別動向（世帯数については、停止中の世帯を除く） 

年度 

 

区分 

世帯数 

高齢世帯 母子世帯 傷病・障害者世帯 その他の世帯 

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 

29 49,526 26,152 52.8 2,556 5.2 14,103 28.4 6,713 13.6 

30 50,449 27,030 53.6 2,479 4.9 14,103 28.0 6,837 13.5 

元 51,355 27,829 54.2 2,343 4.6 14,108 27.5 7,076 13.8 

2 52,348 28,319 54.1 2,236 4.3 14,216 27.2 7,577 14.5 

3 53,704 28,838 53.7 2,194 4.0 14,384 26.8 8,288 15.3 

（注）千葉市を除く 

 

  



 
 

表４ 保護の現況（令和３年度平均） 

区分 

 

実施機関 

被保護 
世帯数 

被保護 
実員数 
Ａ 

保護率 
（‰） 
Ａ/Ｃ 

生活扶助 
人員 

住宅扶助 
人員 

教育扶助 
人員 

医療扶助 
人員 
Ｂ 

印旛 263 326 8.08 264 241 10 282 
香取 235 268 8.34 217 141 2 220 

山武 451 543 12.60 475 322 14 481 

長生 548 636 11.34 529 382 7 516 

夷隅 177 219 14.16 166 127 7 185 

安房 64 72 10.59 47 25 0 64 

郡部計 1,737 2,065 10.64 1,696 1,238 41 1,749 

銚子市 540 636 11.14 527 418 11 532 
市川市 6,317 8,006 16.13 6,835 7,093 398 5,565 

船橋市 7,371 9,209 14.29 8,089 8,171 422 7,056 

館山市 541 624 14.00 479 464 8 531 

木更津市 1,435 1,785 13.11 1,535 1,479 70 1,477 

松戸市 7,893 9,990 20.13 8,966 9,267 511 8,628 

野田市 1,371 1,814 11.92 1,551 1,462 92 1,559 

茂原市 853 1,003 11.62 858 816 23 894 

成田市 967 1,169 8.90 965 919 41 1,023 

佐倉市 959 1,226 7.32 1,087 1,025 64 925 

東金市 696 881 15.27 733 735 44 771 

旭市 349 398 6.31 343 260 6 342 

習志野市 1,835 2,229 12.65 2,005 2,052 97 1,933 

柏市 3,911 4,908 11.40 4,255 4,338 268 4,175 

勝浦市 125 140 8.51 106 69 0 123 

市原市 4,015 4,970 18.56 4,442 4,353 226 4,442 

流山市 1,387 1,831 8.99 1,615 1,645 115 1,477 

八千代市 1,760 2,239 11.14 1,863 1,941 104 1,975 

我孫子市 1,213 1,660 12.75 1,312 1,357 82 1,267 

鴨川市 233 265 8.37 220 178 8 216 

鎌ケ谷市 1,076 1,406 12.79 1,268 1,190 71 1,203 

君津市 697 847 10.41 742 694 33 805 

富津市 349 411 9.83 345 312 6 364 

浦安市 1,234 1,603 9.44 1,436 1,449 86 1,524 

四街道市 677 840 8.93 733 719 38 720 

袖ケ浦市 315 409 6.37 351 343 26 387 

八街市 863 1,157 17.37 989 866 77 993 

印西市 315 377 3.61 303 272 11 308 

白井市 251 301 4.86 237 229 9 261 

富里市 443 537 10.89 447 388 16 464 

いすみ市 330 386 11.00 315 213 12 343 

匝瑳市 314 395 11.49 335 221 6 319 

南房総市 300 344 9.79 263 186 1 293 

香取市 655 784 11.02 641 479 24 626 

山武市 363 417 8.74 346 244 8 365 

大網白里市 249 291 6.08 249 201 9 256 

市部計 52,203 65,485 12.75 56,785 56,048 3,024 54,138 

県計 53,940 67,550 12.75 58,481 57,286 3,065 55,887 



 
 

 区分 

実施機関 

医療扶助人員 
介護扶助 

人員 

その他の 

扶助人員 

医療扶助
率（％） 
Ｂ/Ａ 

推計人口 

Ｃ 
入院 入院外 

精神病 その他 精神病 その他 

印旛 11 11 0 260 61 6 86.5 40,378 

香取 15 6 4 195 54 1 81.8 32,188 

山武 8 12 5 456 128 5 88.5 43,127 

長生 16 17 2 481 157 4 81.2 56,022 

夷隅 16 12 5 152 41 2 84.5 15,456 

安房 2 3 0 59 26 0 88.4 6,805 

郡部計 69 61 16 1,603 467 19 84.6 193,976 

銚子市 13 37 5 477 151 5 83.7 57,022 

市川市 131 162 215 5,057 1,156 206 69.5 496,322 

船橋市 157 143 1 6,755 1,715 161 76.6 644,209 

館山市 30 15 5 481 136 7 85.1 44,557 

木更津市 41 66 76 1,293 437 28 82.7 136,164 

松戸市 141 286 295 7,906 1,950 228 86.3 496,251 

野田市 63 55 44 1,399 343 48 85.9  152,270 

茂原市 37 20 19 818 282 11 89.1  86,297 

成田市 65 51 17 890 226 11 87.4  131,382 

佐倉市 34 38 3 850 239 32 75.4  167,519 

東金市 23 25 16 708 158 17 87.5  57,707 

旭市 7 13 4 318 91 2 85.8  63,068 

習志野市 27 68 165 1,673 358 41 86.6  176,277 

柏市 96 94 15 3,970 1,021 101 82.7  430,541 

勝浦市 11 11 7 95 31 1 87.7  16,491 

市原市 64 104 156 4,117 989 103 89.4  267,769 

流山市 21 54 28 1,375 379 55 80.7  203,618 

八千代市 62 42 7 1,865 391 39 88.2  200,970 

我孫子市 19 42 0 1,206 277 25 76.3  130,264 

鴨川市 10 11 4 191 65 3 81.5  31,656 

鎌ケ谷市 27 77 91 1,008 290 30 85.6  109,885 

君津市 17 47 0 741 221 12 95.0  81,330 

富津市 7 21 3 308 124 3 88.6  41,776 

浦安市 23 70 26 1,405 196 51 95.0  169,874 

四街道市 15 24 10 671 165 21 85.7  94,031 

袖ヶ浦市 10 17 10 350 75 10 94.5  64,216 

八街市 20 33 8 931 262 26 85.8  66,587 

印西市 25 15 1 267 64 8 81.8  104,376 

白井市 14 11 0 235 59 4 86.6  62,003 

富里市 17 21 11 416 77 3 86.4  49,284 

いすみ市 21 18 7 297 71 5 88.9  35,054 

匝瑳市 8 13 16 282 84 6 80.8  34,405 

南房総市 14 11 1 267 99 2 85.3  35,090 

香取市 34 19 3 571 160 13 79.9  71,144 

山武市 8 21 13 323 102 8 87.4  47,721 

大網白里市 5 8 0 243 96 1 88.0  47,780 

市部計 1,316 1,716 1,280 49,756 12,539 1,325 82.6 5,104,911 

県計 1,385 1,821 1,296 51,358 13,006 1,344 82.7 5,298,888 

（注）千葉市を除く 



 
 

表５ 生活保護費の推移 

区分

 

年度 

総額 生活扶助費 住宅扶助費 

金額 

（千円） 

前年度比 

（％） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

前年度比 

（％） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

前年度比 

（％） 

構成比 

（％） 

29 113,181,275 102.0 100.0 35,832,149 100.5  31.7 20,718,068 102.0 18.3 

30 113,271,273 100.1 100.0 34,984,911 97.6 30.9 20,997,292 101.3 18.5 

元 114,838,287 101.4 100.0 34,827,603 99.6 30.3 21,325,689 101.6 18.6 

2 115,594,944 100.7 100.0 35,151,872  30.4 21,721,337 101.9 18.8 

3 117,891,170 101.9 100.0 35,719,303 101.6 30.3 22,340,968 102.8 19.0 

 

区分

 

年度 

教育扶助費 介護扶助費 医療扶助費 

金額 

（千円） 

前年度比 

（％） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

前年度比 

（％） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

前年度比 

（％） 

構成比 

（％） 

29 530,892 96.8 0.5 2,952,702 105.9 2.6 52,003,871 103.4 45.9 

30 460,360 86.7 0.4 3,002,403 101.7 2.7 52,723,316 101.4 46.5 

元 377,649 82.0 0.3 3,108,658 103.5 2.7 54,109,612 102.6 47.1 

2 371,240 98.3 0.3 3,317,883 106.7 2.9 53,914,611 99.6 46.6 

3 350,386 94.3 0.3 3,503,138 105.5 3.0 54,777,641 101.6 46.5 

 

区分

 

年度 

その他の扶助費（施設事務費を含む） 

金額 

（千円） 

前年度比 

（％） 

構成比 

（％） 

29 1,143,593 85.5 1.0 

30 1,102,989 96.4 1.0 

元 1,089,076 98.7 0.9 

2 1,118,001 102.7 1.0 

3 1,199,734 107.3 1.0 

（注）千葉市を除く 

 

表６ １人１ヶ月当り平均扶助費受給額の推移 

区分 

年度 

総額 

（円） 

生活扶助費 

（円） 

住宅扶助費 

（円） 

教育扶助費 

（円） 

介護扶助費 

（円） 

医療扶助費 

（円） 

29 145,998 52,391 31,415 11,876 23,274 80,945 

30 144,865 51,057 31,622 10,580 22,421 81,169 

元 145,465 50,618 31,886 9,305 21,911 81,874 

2 145,221 50,872 32,195 9,711 22,281 81,986 

3 145,436 50,898 32,499 9,527 22,446 81,679 

総額＝保護費総額／被保護年間延人員   各扶助費＝各扶助費／各扶助年間延人員 

（注）人員は厚生労働省報告例により被保護実人員には停止中の人員を含む。千葉市を除く 

  



 
 

表７ 令和３年度の保護開始理由及び世帯数 

世帯主の

傷 病 

世帯員の

傷 病 

働いていた

者の死亡 

働いていた

者の離別等 
定年・失業 

老齢によ

る収入の

減少 

事業不振 

・倒産 

その他稼

動収入の

減少 

要 介 護 

状 態 

社会保障

給付金の

減少・喪失 

仕送りの

減少・喪失 

貯金等の

減少・喪失 
その他 総 数 

1,508 58 15 120 639 271 31 564 73 43 263 2,984 875 7,444 

20.2% 0.8% 0.2% 1.6% 8.6% 3.6% 0.4% 7.6% 1.0% 0.6% 3.5% 40.0% 11.9% 100.0% 

（注）千葉市を除く 

 

表８ 令和３年度の保護廃止理由及び世帯数 

世帯主の

傷病治癒 

世帯員の

傷病治癒 
死 亡 失 踪 

稼動収入

の増加・ 

取得 

働き手の

転入 

社会保障

給付金の

増加 

仕送りの

増加 

親類・縁者

の引取り 
施設入所 

医療費の

他法負担 
その他 総 数 

18 0 2,828 400 981 10 136 25 227 86 17 1,316 6,044 

0.3% 0% 46.8% 6.6% 16.2% 0.2% 2.2% 0.4% 3.8% 1.4% 0.3% 21.8% 100.0% 

（注）千葉市を除く 

 

表９ 医療扶助人員の推移 

区分 

 

年度 

被保護人員 医療扶助人員 医療扶助率 医療扶助人員 

本県 

（人） 

全国 

（人） 

本県 

（人） 

全国 

（人） 

本県 

（％） 

全国 

（％） 

増加率 

本県 全国 

29 64,602 2,124,631 53,538 1,765,043 82.9 83.1 2.2 -0.3 

30 65,159 2,096,838 54,129 1,751,443 83.1 83.5 1.1 -0.3 

元 65,788 2,073,117 55,074 1,742,838 83.7 84.1 1.7 -0.5 

2 66,332 2,052,114 54,800 1,709,601 82.6 83.3 -0.5 -1.9 

3 67,550 2,038,557 55,887 1,708,964 82.7 83.8 1.9 -0.03 

（注）「本県」には千葉市を含まない。 

   

（３）生活福祉資金貸付制度 

生活福祉資金は、低所得者、高齢者、障害者等の自立更生並びに在宅福祉及び社会参加の促進を  

図るため、千葉県社会福祉協議会が実施主体となり、市町村社会福祉協議会を通じてこれらの世帯に

必要な資金を低利又は無利子で貸付ける制度で、昭和３０年度から実施しているものである。 

この制度は単に資金を貸付けるだけではなく、生活困窮者自立支援法に基づく各事業と連携し、  

効果的、効率的な支援を実施することにより、生活困窮者の自立の促進を図るものである。 

    

 

 

 

 

 



 
 

表１０ 貸付状況の推移 

区分 

年度 

申込（Ａ） 決定（Ｂ） 決定率Ｂ／Ａ 償還状況 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 計画額 償還額 

H29 2,108 934,452,000 2,036 889,543,000 96.6 95.2 3,803,483,095 534,451,314 

H30 2,135 1,057,464,000 2,034 1,002,342,000 95.3 94.8 4,093,424,778 613,638,769 

R1 2,013 875,585,600 1,939 845,951,274 96.3 96.6 4,350,345,468 577,481,308 

R2 82,769 29,059,365,350 78,354 27.364,093,700 94.6 70.0 4,698,438,981 642,334,529 

R3 54,033 22,002,277,263 42,922 17,551,967,373 79.4 79.7 5,003,166,143 702,831,483 

  （R2、R3：特例貸付分を含む） 

 

表１１ 生活福祉資金貸付条件等（令和５年４月現在） 

資金の種類 貸付限度 据置期間 償還期限 備考 

総

合

支

援

資

金 

生活支援費 
単身 月 150,000円以内 

複数 月 200,000円以内 

貸付終了後 

6月以内 

10 年以内 

貸付期間原則3月以内 

（最長12月） 

住宅入居費 400,000円以内 

6月以内 

 

一時生活再建費 600,000円以内  

福

祉

資

金 

福祉費 5,800,000 円以内 6月以内 20 年以内 
資金使途別の貸付要件

あり 

緊急小口資金 100,000円以内 2月以内 12 月以内  

生活復興支援 

資金 

一時生活支援費 

単身      月 150,000 円以内 

複数      月 200,000 円以内 

生活再建費   800,000 円以内 

住宅補修費 2,500,000 円以内 

貸付終了後

2年以内 
20 年以内 

東日本大震災の被災世

帯対象 

※一時生活支援費 

貸付期間 3 月以内（特

別な場合は6月以内） 

教

育

支

援

資

金 

教育支援費 

高校 月 35,000 円以内 

高専 月 60,000 円以内 

短大 月 60,000 円以内 

大学 月 65,000 円以内 

卒業後 

6月以内 
20 年以内 

特に必要と認める場合

に限り、貸付上限額の

1.5 倍の額まで貸付可

能 

就学支度費 500,000円以内  

不

動

産

担

保

型

生

活

資

金 

不動産担保型 

生活資金 
300,000円／月以内 

契約終了後 

3月以内 

据置期間終

了時 

 

要保護世帯向け 

不動産担保型 

生活資金 

借受世帯の生活保護基準 

月額の1.5倍以内 

居住地の福祉事務所が

本貸付を受けなければ

生活保護を要すると認

めた世帯に限る 



 
 

（注）1．高等学校には専修学校高等課程を、短期大学には専修学校専門課程を、大学には専門職大学を含む。 

2．貸付利子は、連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は据置期間経過後、年1.5％。ただし、教

育支援資金及び緊急小口資金は無利子。不動産担保型生活資金は年 3％又は各年 4 月 1 日時点の長期

プライムレートのいずれか低い利率。 

 

１３ 生活困窮者自立支援制度 

（１）事業の目的 

生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援策の

強化を図るとともに、生活保護から脱却した方が再び生活保護に頼ることのないようにするため、生活

困窮者の相談を受け、その方の状況に応じ、住居を確保するための給付金の支給や就労支援等を行い、

自立を支援する。 

 

（２）実施機関  

市部については市福祉事務所、郡部については健康福祉センター（保健所）が、直営あるいは委託に

より実施する。 

 

（３）事業内容  

ア 必須事業 

① 自立相談支援事業 

生活困窮者からの相談を受け、抱えている課題を評価・分析し、そのニーズに応じた自立支援  

計画を策定の上、必要な支援に結びつける。 

② 住居確保給付金 

離職・廃業又は、休業等により収入が減少し住居を失った又は失うおそれのある生活困窮者に対

して住居を確保するための資金を給付する。 

イ 努力義務事業 

① 就労準備支援事業 

雇用による就労が著しく困難な生活困窮者に対して、各種の自立訓練を実施し、一般就労のため

の基礎能力を身につけることで、安定的な就労に就くことを支援する。 

② 家計改善支援事業 

家計に関する相談、家計管理に関する指導等を行う。 

  ウ 任意事業 

① 一時生活支援事業 

住居がない生活困窮者に対して、一定期間、宿泊場所や衣食を提供する。 

② 学習・生活支援事業 

生活困窮世帯等の子どもに対して、学習支援、生活習慣・育成環境の改善、教育及び就労に関す

る支援を行う。 

 

１４ 子どもの貧困対策 

県では、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく計画として「千葉県子どもの貧困対策推進計画」

を平成２７年１２月に策定し（計画期間：平成２７年度～令和元年度）、その後、令和元年度に実施した

子どもの生活実態調査の結果や、同法の改正、国の「子供の貧困対策に関する大綱」の見直し等を踏まえ、

令和２年８月に「千葉県子どもの貧困対策推進計画」(令和２年度～令和６年度)を策定した。 

計画では、新たに施策横断的な基本方針として、「親の妊娠・出産期から子どもの社会的自立までの切

れ目のない支援」「支援が届かない、又は届きにくい子ども・家庭への支援」など３つの基本方針を定め



 
 

るとともに、重点的支援施策として国の大綱に定める「教育の支援」「生活の安定に資するための支援」

など４つの支援施策のほか、県独自に「支援につなぐ体制整備」を定め、市町村や関係機関等と連携を図

りながら、総合的に子どもの貧困対策を推進している。 

 

１５ ホームレスの自立支援 

（１）ホームレス自立支援計画 

「千葉県ホームレス自立支援計画」は、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき、

平成１７年に策定し、その後、同法の令和９年までの延長や、これに伴う国の「ホームレスの自立の支

援等に関する基本方針」の改正等を踏まえ、令和２年３月に「千葉県ホームレス自立支援計画」（令和

元年度改定版）を策定した。（計画期間：令和元年度～令和５年度） 

この計画では、改定前の計画で定めていた、ホームレス支援の流れを踏まえた支援の全体像を示すこ

とにより、ホームレスの野宿生活からの脱却と生活の安定を目指していくという考え方を継続する一方、

ホームレスの現状や生活困窮者自立支援法の改正等を鑑み、ホームレスとなることを余儀なくされるお

それがある者への相談機関の周知や、居住支援の充実等を盛り込んでおり、計画に基づきホームレスの

自立支援を進めている。 

 

（２）無料低額宿泊所に係る届出及び指導 

第二種社会福祉事業の「無料低額宿泊事業」の適正運営を確保するため、同事業を経営する法人に、

社会福祉法に基づく届出を適切に行わせるとともに、平成２０年度から「施設の設備及び運営に係るガ

イドライン」に沿った運営がなされているかを立入調査により確認、指導してきた。 

  令和２年４月の社会福祉法の改正に伴い、国が定める基準を基に、令和元年１２月に「無料低額宿泊

所の設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定したことから、条例に定める基準に照らして、引

き続き立入調査により確認、指導を行っている。 

 

１６ 原子爆弾被爆者対策 

原子爆弾被爆者に対しては、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき原子爆弾被爆者

が今なお置かれている健康上の特別の状態に対して、健康診断と必要な医療の給付を行い、健康の保持  

及び向上を図っている。 

また、原爆に起因する病気や怪我のための特別の支出を余儀なくされている者に対し、その負担を  

軽減するための諸手当の支給を行っている。 

（１）原子爆弾被爆者の医療援護等 

ア 健康診断 

被爆者の健康管理のため、全被爆者を対象に年間定期２回、希望２回、計４回の健康診断     

（一般検査）を実施している。この一般検査のほか医師が必要と認める者に対して精密検査を実施  

している。 

令和４年度の実績は、一般検査の対象者１、７７２人のうち、受診者は延べ８０人であり、うち   

４６人が精密検査を受診した。（千葉市、船橋市、柏市在住者を除く） 

イ 医療の給付 

原爆の傷害作用に起因する負傷又は疾病で厚生労働大臣が認定した者に対する認定疾病医療と、 

被爆者の負傷又は疾病に対する医療費を給付する一般疾病医療の二つの区分により医療給付を実施 

している。 

ウ 原子爆弾被爆者相談事業 

被爆者の高齢化が進み生活の不安が増大してきたことにより、被爆者の生活の安定と健康の保持 

並びに福祉の向上を図ることを目的に、千葉県原爆被爆者友愛会に相談事業を委託し、各保健所では



 
 

健康診断実施日に、友愛会事務所では週２回、被爆者からの相談を受けている。 

 

（２）原子爆弾被爆者に対する諸手当の支給 

現行の各種手当の概要と実績は表のとおりである。 

このほか、県単独事業として、医療特別手当、特別手当、健康管理手当のいずれかの受給者に対し、

健康手当を支給し、被爆者の健康増進を図っている。 

       手当月額は令和５年4月 1日現在 

手当の名称 手 当 月 額 支 給 対 象 と な る 者 
令和４年度 

延べ支給件数 

医 療 特 別 手 当 145,420円 現在も認定疾病の状態が継続している者 943 件 

特 別 手 当 53,700 円 現在認定疾病が治癒している者 290 件 

原爆小頭症手当 50,050 円 
原爆の放射能による小頭症にかかっている

者 
― 

健 康 管 理 手 当 35,760 円 
11 障害のいずれかを伴う疾病にかかって

いる者 
15,186 件 

保 健 手 当 

一般       17,940円 
爆心地から２km以内で直接被爆した者と、

その当時その者の胎児であった者 
857 件 

増 額       35,760円 
上記かつ身体上の障害を有する者又は 70

歳以上の親族のいない単身居宅生活者 
111 件 

費 用 介 護 手 当 
重度障害者 105,800円以内 精神上又は身体上の障害のため、費用を支

出して介護を受けた者 
67 件 

中度障害者 70,520円以内 

家 族 介 護 手 当 22,830 円 
重度の障害があり、費用を出さずに介護を

受けた者 
55 件 

葬 祭 料 一時金         212,000円 被爆者が死亡した時に、葬祭を行う者 109 件 

交 通 手 当 一回につき   990 円以内 

健康診断の受診の際に交通費を 400 円以上

支出した者(精密検査については、330 円が

上限) 

58 件 

 

（３）介護保険等利用被爆者に対する援護 

原子爆弾被爆者及びその家庭の福祉の向上に寄与することを目的として、介護保険制度による特定の

福祉系サービスを利用した場合の利用者負担分（１割～３割）について助成している。 

なお、医療系サービスは一般疾病医療費として給付されている。 

 

１７ 旧軍人、軍属及び遺家族等援護対策 

（１）戦没者遺族等の援護 

ア  遺族年金、公務扶助料等 

先の大戦による戦没者は軍人軍属等をあわせて全国で約３１０万人を数え、うち本県出身戦没者は 

約５３，０００人に及んでいる。   

現在、公務死亡した軍人には「恩給法」による公務扶助料、軍属には「援護法」による遺族年金、

準軍属には、遺族給与金をそれぞれ遺族に支給している。 

なお、昭和１６年１２月８日以後公務上死亡した軍人軍属及び準軍属に対しては、弔慰金    

（５０，０００円、１０年償還年６分利子の国債）を支給している。 

また、傷病恩給受給者が公務死亡した場合は、公務扶助料を遺族に支給している。 



 
 

さらに、障害年金受給者が公務死亡した場合は、遺族年金を遺族に支給している。 

イ 特別給付金等 

① 戦没者等の妻に対する特別給付金 

昭和３８年に「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法」が制定されたことにより、恩給法に  

よる公務扶助料・援護法による遺族年金等を受給している戦没者等の妻に「戦没者等の妻に対する

特別給付金」（１０年償還国債）を支給することとした。 

（支給対象） 

満州事変（昭和６年９月１８日）以後、公務または勤務に関連し負傷したり傷病にかかり、これ

により死亡した戦没者等の妻で、各改正法の基準日に恩給法の公務扶助料や援護法の遺族年金等の

年金給付を受ける権利を有する者に支給される。 

表１ 戦没者等の妻に対する特別給付金 

国 債 の 名 称 国 債 の 額 面 基  準  日 

特 別 給 付 金     ２０万円  昭和３８年４月１日 

第 ４回特別給付金     ６０万円  昭和４８年４月１日 

第１０回特別給付金    １２０万円  昭和５８年４月１日 

第１７回特別給付金    １８０万円  平成 ５年４月１日 

第２２回特別給付金    ２００万円  平成１５年４月１日 

第２７回特別給付金    ２００万円  平成２５年４月１日 

② 戦没者の父母等に対する特別給付金 

昭和４２年「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法」が制定されたことにより、恩給法の  

公務扶助料や援護法の遺族年金等を受給している、戦没者の父母等に「戦没者の父母等に対する  

特別給付金」（５年償還国債）を支給することとした。 

（支給対象） 

満州事変（昭和６年９月１８日）以後、公務又は勤務関連により死亡した戦没者の父母または  

祖父母で、戦没者除籍時に氏を同じくする子または孫を持たない者で、各改正法の基準日において

公務扶助料、遺族年金等の年金給付を受ける権利を有する父母等に支給される。 

※ 法制定当初は昭和１２年７月７日（日華事変）以後の戦没者等で、戦没者以外に子も孫も  

いなかった父母等で、昭和４２年３月３１日までに自然血族の子、孫を有しなかった者が対象

であったが、その後の改正により上記のとおり支給対象が拡大された。 

表２ 戦没者の父母等に対する特別給付金（い号） 

国 債 の 名 称 国 債 の 額 面 基   準   日 

第 ３ 回特別給付金 １０万円 昭和４２年４月１日 

第 ５ 回特別給付金 ３０万円 昭和４８年４月１日 

第 ７ 回特別給付金 ６０万円 昭和４８年継続    

第 ９ 回特別給付金 ６０万円 昭和５８年４月１日 

第１４回特別給付金 ７５万円 昭和５８年継続 

第１６回特別給付金 ９０万円 平成 ５年４月１日 

第１９回特別給付金 １００万円 平成１０年４月１日 

第２１回特別給付金 １００万円 平成１５年４月１日 

第２４回特別給付金 １００万円 平成２０年４月１日 

第２６回特別給付金 １００万円 平成２５年４月１日 

 

③ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 



 
 

昭和４０年に、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」が制定されたことにより、かつて 

弔慰金を受ける権利を取得し、基準日に公務扶助料、遺族年金等の受給者がいない遺族に特別   

弔慰金を支給することとした。 

法施行後、数次の改正が行われ支給される遺族の範囲が拡大され、現在では戦没者と一年以上 

生計関係があった三親等内の親族まで広げられている。 

（支給対象） 

援護法に基づく弔慰金の受給権を取得した遺族及び弔慰金の受給権を取得したとみなされる 

遺族で、法の適用日（基準日）において公務扶助料・遺族年金等の受給者のいない遺族に対して   

支給される。 

ただし、特別弔慰金支給順位の先順位者一人に支給されるので、同順位者がいる場合は、同順位

者間で調整を行い、請求者がすべての同順位者を代表して請求する必要がある。  

 

表３ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金    

  国 債 の 名 称 国 債 の 額 面 基   準   日 

第１回特別弔慰金 ３万円（10年償還） 昭和４０年４月１日 

第１回特別弔慰金 ３万円（10年償還） 昭和４７年４月１日 

第２回特別弔慰金 ２０万円（10年償還） 昭和５０年4月 1日 

第３回特別弔慰金 １２万円（ 6年償還） 昭和５４年４月１日 

第４回特別弔慰金 ３０万円（10年償還） 昭和６０年4月 1日 

第５回特別弔慰金 １８万円（ 6年償還） 平成 元年４月１日 

第６回特別弔慰金 ４０万円（10年償還） 平成  ７年４月１日 

第７回特別弔慰金 ２４万円（ 6年償還） 平成１１年４月１日 

第８回特別弔慰金 ４０万円（10年償還） 平成１７年４月１日 

第９回特別弔慰金 ２４万円（ 6年償還） 平成２１年４月１日 

第 10回特別弔慰金 ２５万円（ 5年償還） 平成２７年４月１日 

第 11回特別弔慰金 ２５万円（ 5年償還） 令和 ２年４月１日 

ウ 戦没者遺族相談員 

昭和４５年１０月１日から厚生労働大臣業務委託による戦没者遺族相談員が現在本県に３４名  

置かれ、戦没者遺族援護の相談に応じ、その福祉増進のために必要な指導、助言を行っている。 

 

（２）追悼事業 

ア 千葉県戦没者追悼式等の追悼事業 

① 千葉県戦没者追悼式 

県民をあげて県下の全戦没者に哀悼の意を表し、平和を祈念するため、昭和２９年から毎年秋に

約８００名の遺族等を招待して追悼の式典を実施している。 

② 千葉県忠霊塔拝礼 

８月１５日の「戦没者を追悼し、平和を祈念する日」に、戦没者を追悼し、恒久平和を祈念する

ため、昭和２９年以降毎年遺族代表約２０名が参列し拝礼を行っている。 

③ 千葉県南方諸地域戦没者追悼式 

先の大戦において、南方諸地域で戦没された本県出身将兵を追悼するため、昭和４０年１２月に、

県民の総意によって沖縄県糸満市摩文仁の丘に「房総之塔」を建立し、昭和４３年以降（昭和    

４４年を除く。）例年１１月頃に遺族代表約３０名が参列し追悼式を実施している。 

イ 国主催各種行事への参加 



 
 

① 全国戦没者追悼式 

先の大戦による犠牲者に対し、国をあげて追悼の誠を捧げるため昭和３８年から毎年８月   

１５日に日本武道館において全国戦没者追悼式が行われる。 

この式典に本県からは、例年遺族代表約２００名が参列している。 

② 千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式 

国が昭和３４年に建立した千鳥ヶ淵戦没者墓苑において、毎年春、皇族の御臨席のもとに拝礼式

が行われる。この式典に本県からは、例年遺族代表約２０名が参列している。 

 

（３）戦傷病者等の援護 

ア 傷病恩給 

旧軍人、軍属（判任官以上の軍属）であった者で､その在職中の公務等により受傷又は、り病し、   

障害を有することとなった場合に恩給法の定めた障害の程度（特別項症から第７項症までを増加恩給、

第１款症から第４款症までを傷病年金、第１目症と第２目症の傷病賜金及び特別項症から第５款症の

特例傷病恩給）による傷病恩給が請求により支給される。 

イ 障害年金 

恩給法の適用を受けられない旧軍属（雇用人等）､準軍属（徴用者等）であった者が､その在職中の

公務により受傷又は、り病し、障害を有することとなった場合に戦傷病者戦没者遺族等援護法の   

定めた障害の程度による障害年金が請求により支給される。 

ウ 戦傷病者特別援護法による援護 

① 戦傷病者手帳の交付 

旧軍人、軍属及び準軍属で公務により受傷又は、り病した者で増加恩給、傷病年金等受給者及び

目症の程度の障害を有する者に対し、その者からの請求により戦傷病者手帳を交付する。 

 

表４ 戦傷病者                        （令和５年３月３１日現在） 

 視覚障害 聴覚障害 
言語機能 

障  害 

肢 体 

不自由 

中枢神経 

機能障害 
その他 計 

増加恩給 

(項 症) 
３人 １人 ０人 ７人 ０人 １人 １２人 

傷病年金 

(款 症) 
２人 ０人 １人 １５人 ０人 ６人 ２４人 

目  症 ０人 ０人   ０人 ２人 ０人 １人 ３人 

計 ５人 １人 １人 ２４人 ０人 ８人 ３９人 

 

② 療養給付 

戦傷病者手帳保持者の公務上の傷病またはこれと医学的因果関係にある傷病について、診察、 

薬剤、治療材料の支給、手術その他の治療及び施術等を行うものである。 

令和４年度については該当者１人であった。 

③ 補装具 

戦傷病者手帳保持者のうち、公務上の傷病により視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、肢体   

不自由または中枢神経機能障害の状態にある者について必要があると認められるときは、その者の

請求により、盲人安全つえ、義眼、補聴器、義手、義足、装具、車いす、松葉づえ等の支給及び     

修理を行う。 

令和４年度の支給等の件数は１件で所要経費７万円であった。 



 
 

④ ＪＲ無賃乗車券引換証 

戦傷病者手帳保持者と重度の戦傷病者に同行する介護者に対して、ＪＲ無賃乗車券、特急券の 

引換証を政令で定める障害の程度により、規定の枚数を交付している。 

令和４年度は、６名の戦傷病者手帳保持者に引換証を交付した。 

⑤ 戦傷病者相談員 

昭和４０年１０月１日から厚生労働大臣業務委託による戦傷病者相談員が配置されており、本県

では５名置かれ、戦傷病者の各種相談に応じ、その福祉増進のため指導、助言等を行っている。 

エ  戦傷病者等の妻に対する特別給付金 

傷病恩給等の年金給付を受けている者の妻に、戦傷病者の妻として置かれた特別の事情に対する 

慰藉を目的とした特別給付金が支給される。 

また、戦傷病者が、増加恩給等の受給事由である傷病以外の傷病により死亡（平病死）した場合に、

特例として特別給付金が支給される。 

  

表５ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金 

国 債 の 名 称 国 債 の 額 面 権 利 取 得 日 備 考 

第 ２回特別給付金 １０万円 昭和４１年１０月１日  

１０年償還 

軽症者は額面

が半額 

 

(*)５年償還 

 

第 ６回特別給付金 ３０万円 昭和５１年１０月１日 

第１２回特別給付金 ６０万円 昭和６１年１０月１日 

第１８回特別給付金 ９０万円 平成 ８年１０月１日 

第２３回特別給付金 １００万円 平成１８年１０月１日 

第２８回特別給付金 ５０万円(*) 平成２８年 ４月１日 

第２９回特別給付金 ５０万円(*) 令和 ３年１０月１日 

 

表６ 特別給付金の特例給付 

国 債 の 名 称 国 債 の 額 面 

第１３回特別給付金 ５万円 

 

（４）旧軍人、軍属の恩給等 

ア  普通恩給 

普通恩給は、旧軍人の下士官以下が在職年１２年以上、准士官以上が在職年１３年以上及び判任官

以上の軍属が在職年１７年以上で退職した場合に支給される年金恩給である。 

この制度は、階級及び実際に勤務した年数により区分されており、平成１６年４月以降の年額は、

５６８，４００円から１，１３２，７００円が最低保障されている。 

イ 普通扶助料 

普通恩給受給者または受給資格のある者が死亡した場合、死亡した当時に公務員と同一生計に  

あった配偶者等の遺族に支給される年金恩給である。   

年金額は、原則として普通恩給年額の２分の１であるが、最低保障制度や寡婦加算制度（６０歳  

以上の妻）の特例がある。 

この最低保障制度は、普通恩給と同様に区分されており平成２２年１０月以降の年額は、     

４０４，８００円から７９２，０００円が最低保障されている。 

また、寡婦加算は、平成１６年４月以降は１５２，８００円である。 

ウ 一時恩給（一時扶助料） 

旧軍人・軍属として、実際に勤務した期間が引続き３年以上で、普通恩給の権利がない者に支給  



 
 

される一時金である。 

また、受給資格のある者が死亡した場合、遺族に対して一時扶助料等として支給される。 

金額は、階級及び実在職年により区分され、退職当時の俸給年額に在職年を乗じた額である。  

エ 一時金（遺族の一時金） 

軍人として２回以上勤務し、その合計が３年以上で、普通恩給等の権利のない者に支給される一時

金である。また、受給資格のある者が死亡した場合は遺族に対して、遺族一時金等として支給される。

金額は在職年に関係なく一律１５，０００円である。 

オ 軍歴証明書の交付 

旧陸軍の軍人及び軍属等の退職当時の本籍地が本県内であった者、または当該者が死亡した場合は、

遺族から申請があった場合に軍歴証明書を交付している。（交付手数料一通１００円） 

 

（５）中国残留邦人等の援護 

永住帰国した中国残留邦人等は、長年にわたって中国等での残留を余儀なくされたため、言葉の問題

や生活習慣の違いなどにより、多くの方が日常生活上様々な課題を抱えていることから、県では地域  

社会における定着・自立を促進するため、次のとおり援護施策を実施し定着自立を支援している。 

① 千葉県中国帰国者自立研修センターでの自立促進支援 

② 自立支援通訳の派遣 

③ 地域生活支援プログラム（交通費等の支給）の実施 

④ 支援給付等の支給（町村居住分） 

⑤ 支援・相談員の派遣 

⑥ 身元引受人の斡旋 等 

 

 

＜千葉県中国帰国者自立研修センター＞ 

・設置主体   千葉県 

・所 在 地   千葉市中央区千葉港４番５号 

千葉県社会福祉センター３階 

・業務内容   日本語教室（再研修）相談業務、スクーリング 

 

表７ 引揚者等（中国及び旧ソ連地域） ※ 永住帰国時に千葉県に定着した数値 

      年度 

区分 

昭和 47～ 

平成 20年 
平成 21 平成 22 平成 23 

平成 24 

～令和 4年 
計 

永住帰国者 

(再帰国者を含む) 

211 世帯 

695 名 

2 世帯 

7名 

－世帯 

－名 

1世帯 

1名 

－世帯 

－名 

214 世帯 

703 名 

 


